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(１) 平成29年度台風21号における

浸水発生要因（調査状況）
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平成29年台風第21号及び前線の概要

経路上の○印は傍に記した日の9時、●印は21時の位置を示している

(1) 台風経路図

(2) 総降水量分布図（10月20日～23日）

出典：気象庁

出典：気象庁 1

【資料－1】

平成29年 台風第21号

10月16日3時
カロリン諸島で台風第21号発生

10月23日3時頃
静岡県掛川(かけがわ)市付近に上陸

10月23日9時
温帯低気圧に変わる

16日9時
1000hPa

17日9時
992hPa

18日9時
970hPa

19日9時
965hPa

20日9時
965hPa

21日9時
935hPa

22日9時
915hPa
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平成29年台風第21号及び前線の概要

（3） 最大24時間降雨量が観測史上1位を更新した地点（10月21日00時～23日24時）

（4） 最大48時間降雨量が観測史上1位を更新した地点（10月21日00時～23日24時）

（5） 最大72時間降雨量が観測史上1位を更新した地点（10月21日00時～23日24時）

※上記データは、アメダス観測値による統計
観測史上1位を更新した地点は、統計期間10年以上の地点に限っている

出典：気象庁

（1） 最大1時間降雨量が観測史上1位を更新した地点（10月21日00時～23日24時）

（2） 最大3時間降雨量が観測史上1位を更新した地点（10月21日00時～23日24時）

流域内の地点なし

流域内の地点なし
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平成29年台風第21号及び前線の概要
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水
位

時間

紀の川本川の水位

雨
量

時間
内水時間帯降雨量

樋門周辺の

最低地盤高

本川の水位が高い期間の支川流域での降雨量（七瀬川の場合）

本川の水位が高い期間の支川流域での降雨量の算出

①紀の川本川の水位が樋門周辺の最低地盤高を超過している10
洪水を図-1のとおり抽出した。

②この10洪水の降雨量は、図-2に示すように紀の川本川の水位
が樋門周辺の最低地盤高を超過する期間の雨を集計した。

③その集計結果は、表-1に示すとおりであり、平成29年台風21
号の降雨量（125mm）が最大となった。

図-2 内水時間帯降雨量の算出イメージ

1 H29.10.23洪水 125.0mm
2 H23.09.04洪水 107.0mm
3 S57.08.03洪水 51.0mm
4 H25.09.16洪水 22.6mm
5 H02.09.20洪水 14.2mm
6 H07.07.04洪水 11.7mm
7 H09.07.27洪水 9.4mm
8 H26.08.10洪水 7.1mm
9 H06.09.30洪水 1.9mm
10 H21.10.08洪水 0.6mm

番号 洪水名
内水時間帯
降雨量

表-1 七瀬川の降雨量
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紀の川本川の水位【昭和52年～平成30年(42年間)】

樋門周辺の

最低地盤高

T.P.7.20m

図-1 紀の川本川の水位※

※紀の川本川の水位については、全期間（42年間）を通して同じ河道横断（平成27年
末）と仮定し、船戸観測所の流量から鴨井排水樋門地点（紀の川9.4k）の水位を算
出した。

42年間で流域内の最低地盤高を超過する洪水を抽出(10洪水)
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※ 浸水戸数は和歌山県ＨＰ（H29.11.15 第17報）及び各市町の聞き取り調査による

平成29年度台風21号による浸水調査箇所

③佐野(藤谷川)

貴志川→

紀の川市

和歌山市

かつらぎ町

九度山町

橋本市
⑥西田井(七瀬川)

④丸栖(-)

②学文路(大谷川)

五條

三谷

貴志

船戸

貴志川→

岩出市

五條市

五條

⑤岡田(古戸川)

①新町(東浄川)

【資料－2】

床上 床下 非住家 計

- - - -

106 51 4 161

4 13 8 25

12 28 - 40

- - - -

92 108 22 222⑥ 和歌山市西田井 七瀬川（和歌山県）

④ 紀の川市丸栖 -

⑤ 岩出市岡田 古戸川（和歌山県）

② 橋本市学文路 大谷川（和歌山県）

③ かつらぎ町佐野 藤谷川（和歌山県）

番号 調査箇所
主な河川

（河川管理者）

平成29年台風21号における
浸水戸数（戸）

① 五條市新町 東浄川（奈良県）
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堤防高（紀の川59.8k） 計画高水位（紀の川59.8k） 東浄川 流出量

堤防高 T.P. 103.46 m

樋門周辺の最低地盤高

T.P. 99.50 m

計画高水位

T.P 101.46 m

東浄川 紀の川

0
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m)
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内水時間帯降雨量： ―

平成29年台風21号による浸水発生要因【新町地区】

東浄川樋門（紀の川59.8k地点）の最高外水位は、紀の川59.8k地点の計画高
水位を超えていないことを確認（紀の川本川の洪水は安全に流下した）。

樋門操作記録簿より、東浄川樋門では樋門を閉鎖していないことを確認。

樋門操作記録簿より、内水位と外水位がほぼ一致していることを確認。

（１）平成29年10月洪水による浸水の要因について

図-１ 東浄川樋門の実績内・外水位と堤防高の関係

図-２ 新町地区の地盤高

凡例
地盤高（T.P.m）

89.8 – 90.0
90.0 - 95.0
95.0 – 100.0
100.0 – 105.0
105.0 – 110.0
110.0 – 115.0
115.0 – 120.5
120.5 - 125.0
125.0 - 130.0
130.0 – 999.0

結果

紀の川本川及び東浄川の水位が低く（樋門周辺の最低地盤高以
下）、浸水は発生しなかった。

図-３ 新町地区の浸水深

浸水なし

凡例

浸水深（m）

0.5ｍ未満の区域

0.5 - 1.0ｍ未満の区域

1.0 – 2.0ｍ未満の区域

2.0 – 3.0ｍ未満の区域

3.0 - 4.0ｍ未満の区域

4.0 - 5.0ｍ未満の区域

5.0ｍ以上の区域

流出量
算定地点

浸水なし

寿命川樋門

東浄川樋門

凡例

：主な支川

凡例
：主な支川

寿命川樋門

東浄川樋門
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流
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（

m3
/
s）

標
高

（
T.
P
.m
）

実績外水位 実績内水位 樋門周辺の最低地盤高

堤防高（紀の川46.8k） 計画高水位（紀の川46.8k） 大谷川 流出量

堤防高 T.P 76.76 m

樋門の閉扉時間（約3時間）

市ポンプ

（10ｍ3/min×2台）

樋門周辺の最低地盤高

T.P 71.60 m

計画高水位

T.P 74.62 m

大谷川

紀の川

平成29年台風21号による浸水発生要因【学文路地区】

大谷川樋門（紀の川46.8k地点）の最高外水位は、紀の川46.8k地点の
計画高水位を超えていないことを確認（紀の川本川の洪水は安全に流
下した） 。

樋門操作記録簿より、大谷川樋門では平成29年10月22日21時から23日1
時までの約3時間、樋門を閉鎖したことを確認。

10月22日18時から23日0時までの約6時間、橋本市のポンプ（10m3/分：
2台）を稼働して排水活動を実施。

樋門操作記録簿より、内水位と外水位がほぼ一致していることを確認
し、大谷川の水が流れにくい状態であった。

小学校前の大谷川右岸側の地盤高が低い箇所から溢水し、国道370号を
超えて住宅が密集する地盤高の低い場所まで浸水したとの証言がある。

（１）平成29年10月洪水による浸水の要因について

図-２ 学文路地区の地盤高と平成29年10月洪水による浸水範囲
※浸水範囲については、橋本市から提供して頂いた資料に記載されている浸水範囲を使用。

紀の川本川の水位が高い期間に雨が継続して降ったため、ポ
ンプ排水を行ったが、大谷川からの水が紀の川本川に流れに
くくなり、大谷川の水位が上昇し、大谷川から溢水した。結果

図-１ 大谷川樋門の実績内・外水位と堤防高の関係
※内水時間帯降雨量については、橋本観測所の流量から算出した外水位が樋門周辺の最低地盤高

を超過する時間帯の雨量により算出しているため、実績外水位から算出した雨量とは異なる。

図-３ 平成29年10月洪水による浸水深と浸水範囲
※浸水深は、大谷川樋門の最高実績内水位と浸水範囲内の地盤高
より算定しているため、実際の浸水深とは異なる可能性がある。

【推定浸水面積※1】 150,000 ｍ2

【推定湛水量※2】 142,000 ｍ3

【推定浸水深※2】 平均 ：0.9 ｍ
最大 ：2.3 ｍ

【浸水戸数(集計)※3】床上 ：106 戸
床下 ： 51 戸
非住家： 4 戸

凡例
地盤高（T.P.m）

68.0 – 72.0
72.0 – 72.5
72.5 – 73.0
73.0 – 73.5
73.5 – 74.0
74.0 – 74.5
74.5 – 75.0
75.0 – 75.5
75.5 – 76.0
76.0 - 99.0

①外水位の上昇に
より樋門を閉鎖

③大谷川の
水位が上昇

④小学校周辺
より溢水

⑤国道370号を超えて
住宅地の地盤高の
低い場所が浸水

P

②橋本市ポンプ
により排水

※1：浸水面積は、橋本市が調査した浸水
範囲より算定した。

※2：湛水量及び浸水深は、大谷川樋門の
最高実績内水位及び浸水範囲内の地
盤高より算定しているため、実際の
値とは異なる可能性がある。

※3：浸水戸数は、橋本市が集計した値を
使用。

流出量
算定地点

大谷川樋門
(樋門閉鎖)

南馬場樋門

凡例
：平成29年10月洪水時
浸水範囲

：主な支川

凡例

：平成29年10月洪水時
浸水範囲※

：大谷川

大谷川樋門
(樋門閉鎖)

南馬場樋門

南馬場第二樋門

凡例

浸水深（m）※

0.5ｍ未満の区域

0.5 - 1.0ｍ未満の区域

1.0 – 2.0ｍ未満の区域

2.0 – 3.0ｍ未満の区域

3.0 - 4.0ｍ未満の区域

4.0 - 5.0ｍ未満の区域

5.0ｍ以上の区域
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最高実績外水位

T.P.54.66 m

最高実績内水位

T.P.52.79 m
ピーク流出量（計算値）

2m3/s
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2017/10/22 2017/10/23

流
出
量
（

m3
/
s）

標
高
（

T.
P
.m
）

実績外水位 実績内水位 樋門周辺の最低地盤高

堤防高（紀の川36.4k） 計画高水位（紀の川36.4k） 藤谷川 流出量

堤防高 T.P 56.18 m

樋門の閉扉時間（約14時間）

県ポンプ（30.0ｍ3/min×1台）

町ポンプ（4.0ｍ3/min×3台,4.3ｍ3/min×2台）

樋門周辺の最低地盤高

T.P 51.70 m

計画高水位

T.P 54.69 m

藤谷川

紀の川

0

10

20

30

雨
量

(
m
m
)

降雨量(mm)

内水時間帯降雨量※：142mm

平成29年台風21号による浸水発生要因【佐野地区】

折居樋門（紀の川36.4k地点）の最高外水位は、紀の川36.4k地点の計画高水位を超えてい
ないことを確認（紀の川本川の洪水は安全に流下した） 。

樋門操作記録簿より、折居樋門では平成29年10月22日17時から23日7時までの約14時間、樋
門を閉鎖したことを確認。

下記の時間帯において、排水ポンプ車を稼働して排水活動を実施。

・10月22日23時から23日8時（約10時間）：かつらぎ町の可搬式ポンプ

（4.0m3/分：3台、4.3m3/分：2台）

和歌山県の排水ポンプ車（30m3/分：1台）

折居樋門周辺は地盤高が低く、山地流域及び平地部の降雨が藤谷川や水路を通じて集水さ
れ、折居樋門周辺が湛水した。

（１）平成29年10月洪水による浸水の要因について

図-１ 折居樋門の内・外水位と堤防高の関係
※：内水時間帯降雨量については、三谷観測所の流量から算出した外水位が樋門周辺の最低地盤高

を超過する時間帯の雨量により算出しているため、実績外水位から算出した雨量とは異なる。

図-２ 佐野地区の地盤高と平成29年10月洪水による推定浸水範囲
※推定浸水範囲については、折居樋門の最高実績内水位と地盤高の関係及び現地
調査結果から推定しているため、実際の浸水範囲とは異なる可能性がある。

【推定浸水面積※1】 167,000 ｍ2

【推定湛水量※2】 114,000 ｍ3

【推定浸水深※2】 平均 ：0.7 ｍ
最大 ：1.6 ｍ

【浸水家屋(集計)※3】床上 ： 4 戸
床下 ： 13 戸
非住家： 8 戸

結果

樋門閉鎖中に雨が継続して降ったため、ポンプ排水を行ったが、藤谷川の水位が上
昇し、藤谷川や藤谷川に流れ込む水路から溢水した。

図-３ 平成29年10月洪水による浸水深と推定浸水範囲
※浸水深は、折居樋門の最高実績内水位と推定浸水範囲内の地盤高より
算定しているため、実際の浸水深とは異なる可能性がある。

③藤谷川下流
端で湛水

①外水位の上昇に
より樋門を閉鎖

水路

⑤水路を通
じて浸水

②排水ポンプ
車等により
本川へ排水

流出量
算定地点

※1：浸水面積は、推定浸水範囲内の面積
を算定しているため、実際の値とは
異なる可能性がある。

※2：湛水量及び浸水深は、折居樋門の最
高実績内水位及び推定浸水範囲内の
地盤高より算定しているため、実際
の値とは異なる可能性がある。

※3：浸水戸数は、かつらぎ町が集計した
値を使用。

④藤谷川か
らの溢水

凡例
地盤高（T.P.m）

42.0 – 51.0
51.0 – 51.5
51.5 – 52.0
52.0 – 52.5
52.5 – 53.0
53.0 – 53.5
53.5 – 54.0
54.0 – 54.5
54.5 – 55.0
55.0 - 99.0

折居樋門
(樋門閉鎖)

P

大谷第二樋管

凡例
：平成29年10月洪水時
推定浸水範囲

：主な排水路
：主な支川

凡例

浸水深（m）※

0.5ｍ未満の区域

0.5 - 1.0ｍ未満の区域

1.0 – 2.0ｍ未満の区域

2.0 – 3.0ｍ未満の区域

3.0 - 4.0ｍ未満の区域

4.0 - 5.0ｍ未満の区域

5.0ｍ以上の区域

水路

凡例
：平成29年10月洪水時

推定浸水範囲※

：主な排水路
：藤谷川

折居樋門
(樋門閉鎖)

大谷第二樋管
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内水時間帯降雨量※：196mm

最高実績外水位

T.P.24.13 m

最高実績内水位

T.P.21.67 m

ピーク流出量(計算値)

5ｍ3/s
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2017/10/22 2017/10/23

流
出
量
（

m3
/
s）

標
高
（

T.
P
.m
）

実績外水位 実績内水位 樋門周辺の最低地盤高

堤防高（貴志川0.2k） 計画高水位（貴志川0.2k） 流出量

堤防高 T.P 27.10 m

樋門の閉扉時間（約17時間）

市ポンプ車（5ｍ3/min×1台）

国ポンプ車（30ｍ3/min×1台）

市ポンプ車（10ｍ3/min×1台）
県ポンプ車（30ｍ3/min×1台）

樋門周辺の最低地盤高

T.P 20.10 m

計画高水位 T.P 24.43 m

貴志川

平成29年台風21号による浸水発生要因【丸栖地区】

丸栖排水樋門（貴志川0.2k地点）の最高外水位は、貴志川0.2k地点の計画高水位を超えてい
ないことを確認（貴志川の洪水は安全に流下した） 。

樋門操作記録簿より、丸栖排水樋門では平成29年10月22日16時から23日9時までの約17時間、
樋門を閉鎖したことを確認。

下記の時間帯において、排水ポンプ車を稼働して排水活動を実施。

・10月22日16時から23日15時（約23時間）：和歌山県の排水ポンプ車（30m3/分：1台）

・10月23日1時から15時（約14時間）：紀の川市の排水ポンプ車（10m3/分：1台）

・10月23日3時から15時（約12時間）：国交省の排水ポンプ車（30m3/分：1台）

・10月23日6時から15時（約9時間） ：紀の川市の排水ポンプ車（5m3/分：1台）

丸栖地区は地盤高が低く、山地流域及び平地部の降雨が水路を通じて集水され湛水した。

（１）平成29年10月洪水による浸水の要因について

図-１ 丸栖排水樋門の内・外水位と堤防高の関係
※内水時間帯降雨量については、貴志観測所の流量から算出した外水位が樋門周辺の
最低地盤高を超過する時間帯の雨量により算出しているため、実績外水位から算出
した雨量とは異なる。

図-２ 丸栖地区の地盤高と平成29年10月洪水による推定浸水範囲
※推定浸水範囲については、丸栖排水樋門の最高実績内水位と地盤高の関係及び
現地調査結果から推定しているため、実際の浸水範囲とは異なる可能性がある。

凡例
地盤高（T.P.m）

18.2 - 20.5
20.5 - 21.0
21.0 - 21.5
21.5 - 22.0
22.0 - 24.0
24.0 - 26.0
26.0 - 28.0
28.0 - 30.0
30.0 - 32.0
32.0 - 99.0

【推定浸水面積※1】 335,000 ｍ2

【推定湛水量※2】 273,000 ｍ3

【推定浸水深※2】 平均：0.8 ｍ
最大：1.6 ｍ

【浸水戸数(集計)※3】床上： 12 戸
床下： 28 戸

樋門閉鎖中に雨が継続して降ったため、ポンプ排水を行ったが、水路の水位が上昇
し、水路から溢水した。結果

図-３ 平成29年10月洪水による浸水深と推定浸水範囲
※浸水深は、丸栖排水樋門の最高実績内水位及び推定浸水範囲内の地盤高
より算定しているため、実際の浸水深とは異なる可能性がある。

※1：浸水面積は、推定浸水範囲内の面積
を算定しているため、実際の値とは
異なる可能性がある。

※2：湛水量及び浸水深は、丸栖排水樋門
の最高実績内水位及び推定浸水範囲
内の地盤高より算定しているため、
実際の値とは異なる可能性がある。

※3：浸水戸数は、紀の川市が集計した値
を使用。

③排水ポンプ車
等により排水

P

流出量
算定地点

丸栖排水樋門
(樋門閉鎖)

北島樋門

添田樋門

①外水位の
上昇により
樋門を閉鎖

②地盤高が低い
箇所に集水さ
れ湛水

凡例
：平成29年10月洪水時

推定浸水範囲
：主な排水路

凡例

：平成29年10月洪水時
推定浸水範囲※

：主な排水路

凡例

浸水深（m）※

0.5ｍ未満の区域

0.5 - 1.0ｍ未満の区域

1.0 – 2.0ｍ未満の区域

2.0 – 3.0ｍ未満の区域

3.0 - 4.0ｍ未満の区域

4.0 - 5.0ｍ未満の区域

5.0ｍ以上の区域

丸栖排水樋門
(樋門閉鎖)

北島樋門

添田樋門

北島第二樋門北島第二樋門

1
0



最高実績外水位

T.P.23.46m

最高実績内水位

T.P.20.90m

ピーク流出量(計算値)
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流
出
量

（
m3
/
s）

標
高
（

T.
P
.m
）

実績外水位 実績内水位 樋門周辺の最低地盤高

堤防高（春日川0.4k） 計画高水位（春日川0.4k） 古戸川 流出量

樋門の閉扉時間（約17時間）

堤防高 T.P 25.18 m

市ポンプφ500mm（36ｍ3/min×2台）

市ポンプφ200mm（4ｍ 3/min×1台）

県ポンプ（4ｍ 3/min×4台）

市排水ポンプ車（30ｍ3/min×1台）

樋門周辺の最低地盤高

T.P 20.00 m

計画高水位

T.P 23.68 m春日川
古戸川
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内水時間帯降雨量※：78mm

平成29年台風21号による浸水発生要因【岡田地区】

古戸川樋門（春日川0.4k地点）の最高外水位は、春日川0.4k地点の計画高水位を超えていな
いことを確認（春日川の洪水は安全に流下した） 。

樋門操作記録簿より、古戸川樋門では平成29年10月22日17時から23日10時までの約17時間、
樋門を閉鎖したことを確認。

藤崎井支線水路から岡田樋門へのバイパス水路により、流量の一部を紀の川本川に排水した。

下記の時間帯において、排水ポンプ車を稼働して排水活動を実施。

・10月22日15時から23日11時（約20時間）：岩出市のポンプ（36m3/分：2台、4m3/分：1台）

和歌山県のポンプ（4m3/分：4台）

・10月22日18時から23日9時（約17時間） ：岩出市の排水ポンプ車（30m3/分：1台）

岡田地区は地盤高が低く、降雨が古戸川や水路を通じて集水され湛水した。

（１）平成29年10月洪水による浸水の要因について

図-１ 古戸川樋門の実績内・外水位と堤防高の関係
※内水時間帯降雨量については、竹房観測所の流量から算出した外水位が樋門周辺の最低地盤高
を超過する時間帯の雨量により算出しているため、実績外水位から算出した雨量とは異なる。

図-２ 岡田地区の地盤高と平成29年10月洪水による推定浸水範囲
※推定浸水範囲については、古戸川樋門の最高実績内水位と地盤高の関係及び
現地調査結果から推定しているため、実際の浸水範囲とは異なる可能性がある。

凡例
地盤高（T.P.m）

17.6 - 18.0
18.0 - 20.0
20.0 - 22.0
22.0 - 24.0
24.0 - 26.0
26.0 - 28.0
28.0 - 30.0
30.0 - 32.0
32.0 - 34.0
34.0 - 99.0

樋門閉鎖中に雨が継続して降ったため、ポンプ及びバイパス水路により排水を行っ
たが、古戸川の水位が上昇し、古戸川から溢水した（住宅への浸水はなかった）。

結果

①排水ポンプ車
等により排水

P

図-３ 平成29年10月洪水による浸水深と推定浸水範囲
※浸水深は、古戸川樋門の最高実績内水位及び推定浸水範囲内の地盤高
より算定しているため、実際の浸水深とは異なる可能性がある。

住宅（床下・床上）
への浸水なし

住宅（床下・床上）
への浸水なし

古戸川樋門
(樋門閉鎖) P

流出量
算定地点

凡例
：平成29年10月洪水時
推定浸水範囲

：主な排水路
：主な支川

岡田樋門

岡田樋管

②岡田樋門への水路の
整備により、流量の
一部を本川に排水

凡例

浸水深（m）※

0.5ｍ未満の区域

0.5 - 1.0ｍ未満の区域

1.0 – 2.0ｍ未満の区域

2.0 – 3.0ｍ未満の区域

3.0 - 4.0ｍ未満の区域

4.0 - 5.0ｍ未満の区域

5.0ｍ以上の区域

凡例
：平成29年10月洪水時

推定浸水範囲※

：主な排水路
：主な支川

【推定浸水面積※1】 72,000 ｍ2

【推定湛水量※2】 42,000 ｍ3

【推定浸水深※2】 平均：0.6 ｍ
最大：1.4 ｍ

【浸水戸数(集計)】床上： 0 戸
床下： 0 戸

※1：浸水面積は、推定浸水範囲内の
面積を算定しているため、実際
の値とは異なる可能性がある。

※2：湛水量及び浸水深は、古戸川樋
門の最高実績内水位及び推定浸
水範囲内の地盤高より算定して
いるため、実際の値とは異なる
可能性がある。

バイパス水路



最高実績外水位

T.P.9.44 m

最高実績内水位

T.P.9.47 m

ピーク流出量（計算値）

27m3/s
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流
出

量
（

ｍ
3
/s

）

標
高

（
T.

P
.m

）

実績外水位 実績内水位 樋門周辺の最低地盤高

堤防高（紀の川9.4k） 計画高水位（紀の川9.4k） 七瀬川 流出量

堤防高 T.P 13.06 m

樋門周辺の最低地盤高

T.P 7.20 m

計画高水位

T.P 10.69 m

紀の川

七瀬川

0
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20
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量
(
m
m)

降雨量(mm)

内水時間帯降雨量※：125mm

平成29年台風21号による浸水発生要因【西田井地区・鴨井排水樋門】

鴨井排水樋門（紀の川9.4k地点）の最高外水位は、紀の川9.4k地点の計画高水位を超えていないことを
確認（紀の川本川の洪水は安全に流下した） 。

樋門操作記録簿より、鴨井排水樋門では樋門を閉鎖していないことを確認（鴨井排水樋門の操作をして
いる和歌山市の証言によると、逆流は認められなかった）。

七瀬川下流部（国道24号より下流側）は河川改修が完了しているが、上流部（国道24号より上流側）で
は河川改修が完了していない。

鴨井排水樋門の内水位のピーク前に、鴨居川団地上流右岸側の堀込の箇所から溢水したとの証言がある。

本川の水位が高く、七瀬川の水が本川へ流れにくい状態であった。

七瀬川に沿って右岸側には盛土が存在し、左岸側は東側に向かって徐々に地盤高が高くなっている。

現地踏査等の結果、西田井地区外の水が六箇井幹線水路及び鴨井排水路を通って、西田井地区に流入し
ていることを確認し、幹線水路に繋がる住宅地を通る水路から水が溢れていたとの証言がある。

（１）平成29年10月洪水による浸水の要因について

図-１ 鴨井排水樋門の実績内・外水位と堤防高の関係
※内水時間帯降雨量については、船戸観測所の流量から算出した外水位が樋門周辺の最低地盤高
を超過する時間帯の雨量により算出しているため、実績外水位から算出した雨量とは異なる。

図-２ 西田井地区の地盤高と平成29年10月洪水による推定浸水範囲
※推定浸水範囲については、各樋門の最高実績内水位と地盤高の関係及び市町へのヒアリング、
現地調査結果から推定しているため、実際の浸水範囲とは異なる可能性がある。

紀の川本川の水位が高い期間に山地流域や平地部での雨が継続して降ったため、七瀬川から
の水が紀の川本川に流れにくくなり、七瀬川の水位が上昇し、七瀬川や水路から溢水した。

結果

七ヶ分支線水路

県道7号

千
手
川

※1：浸水面積は、推定浸水範囲内の面積を算定しているため、
実際の値とは異なる可能性がある。

※2：湛水量及び浸水深は、西田井地区の対象となる樋門の最
高実績内水位及び推定浸水範囲内の地盤高より算定して
いるため、実際の値とは異なる可能性がある。

※3：浸水戸数は、和歌山市が集計した値を使用。

県道7号

図-３ 平成29年10月洪水による浸水深と推定浸水範囲
※浸水深は、西田井地区の対象となる樋門の最高実績内水位及び推定浸水範囲

内の地盤高より算定しているため、実際の浸水深とは異なる可能性がある。

七ヶ分支線水路

西田井地区・鴨井排水樋門対象範囲

流出量
算定地点

④水路から
の溢水

凡例
地盤高（T.P.m）

3.3 – 7.0
7.0 - 8.0
8.0 – 9.0
9.0 – 10.0
10.0 – 11.0
11.0 - 12.0
12.0 – 14.0
14.0 - 16.0
16.0 - 18.0
18.0 - 99.0

永穂樋門
(樋門閉鎖)

高川樋門
(樋門閉鎖)

鴨井排水樋門

不破排水樋門

凡例
：平成29年10月洪水時

推定浸水範囲
：主な排水路
：主な支川

【推定浸水面積※1】 2,282,000 ｍ2

【推定湛水量※2】 1.775,000 ｍ3

【推定浸水深※2】 平均 ：0.8 ｍ
最大 ：2.3 ｍ

【浸水戸数(集計)※3】床上 ： 92 戸
床下 ：108 戸
非住家： 22 戸

凡例

浸水深（m）※

0.5ｍ未満の区域

0.5 - 1.0ｍ未満の区域

1.0 – 2.0ｍ未満の区域

2.0 – 3.0ｍ未満の区域

3.0 - 4.0ｍ未満の区域

4.0 - 5.0ｍ未満の区域

5.0ｍ以上の区域

凡例

：平成29年10月洪水時
推定浸水範囲※

：主な排水路
：主な支川
：盛土

①本川へ流れにくくな
り、七瀬川から溢水

②七瀬川周辺の地盤高
が低い箇所で湛水

③鴨居川団地上流
右岸側の堀込の
箇所から溢水
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(２) 新六ヶ井堰に関する調査状況

1
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紀の川大堰

新六ヶ井堰についての検討

検討範囲

小豆島

EL-2.000

EL+0.000

EL+1.400

EL+2.800

鉄
矢

板 鉄
矢

板 鉄
矢

板

木
杭

L
=
5
.
0
m L
=
3
.
5
m

L
=
7
.
1
m

既に撤去済検討範囲

新六ヶ井堰 縦断図

河床

河床

H6年撮影

既に撤去済検討範囲

【資料－３】
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新六ヶ井堰の前後区間の河床高の変化

①部分撤去前（Ｈ13）

T.P.+2.860m
新六ヶ井堰
（撤去前）

新六ヶ井堰
（部分撤去後）

②部分撤去直後（H17）

③現況河床（H29）

H6年撮影

紀の川

1
5



紀の国大橋

JR阪和線紀の川橋梁

紀州大橋

川辺橋

鴨井排水樋門
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新六ヶ井堰による七瀬川周辺への影響

七瀬川合流付近（9.6k）

5.0k  6.0k 7.0k 8.0k 9.0k   10.0k    11.0k    12.0k   13.0k 14.0k 

全撤去後の水位

現状の水位

※ 流量は整備計画目標流量(8,500m3/s[船戸地点])として設定1
6



(３) 令和元年度の各機関の主な取り組み

1
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＜一般河川改修事業＞

○岩出狭窄部対策の整備の加速化（令和2年度完成予定）

○上流の狭窄部（藤崎、小田）周辺における河道掘削の前倒し着手

○五條市域の築堤整備の加速化 等

＜河川維持修繕事業＞

○河川・樋門の点検、除草

○樹木伐採、河道掘削 等

平成30年度 二次補正予算 一般河川改修事業 約18億

河川維持修繕事業 約06億

令和元年度 当初予算 一般河川改修事業 約44億

（3か年緊急対策含む） 河川維持修繕事業 約11億

主な事業予定

（参考）

平成30年度 当初予算 一般河川改修事業 約31億

河川維持修繕事業 約11億

予算

1.平成30年度予算、令和元年度予算（紀の川） 国土交通省

一般河川改修事業 約62億

河川維持修繕事業 約17億

【資料－４】
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1

紀伊丹生川

雨天樋川

紀の川大堰

河道掘削

河道掘削

岩出
（狭窄部）

河道掘削
拡幅水路工

凡例

堤防築堤
河道掘削
樹木伐採
樹木伐採
(土砂除去含む)
狭窄部

築堤 等

樹木伐採
土砂除去

藤崎・名手西野

九度山

貴志川
（丸太川合流付近）

樹木伐採
土砂除去

和歌山
（小豆島付近）

和歌山市

紀の川市

かつらぎ町

九度山町

高野町

五條市

野原西

橋本市

樹木伐採
土砂除去

橋本
（大谷川合流付近他）

【その他】 ○危機管理型ハード対策（堤防の法尻補強）
・和歌山市、紀の川市、橋本市

○河川・樋門の点検、除草
・和歌山市 ～ 五條市 等

岩出市

藤谷川

築堤

二見

○簡易型河川監視カメラ
・和歌山市 ～ 五條市 1

岩出

樹木伐採

1.令和元年度の主な事業予定（紀の川） 国土交通省

1
9
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長方形



2017年04月撮影

2019年05月撮影 2019年03月撮影

2017年06月撮影

河道掘削

対策前

拡幅水路

対策前

2.紀の川 岩出狭窄部対策の進捗状況

2
0



和歌山河川国道事務所

2019年05月撮影

2019年09月撮影 2019年09月撮影

2019年05月撮影
樹木伐採

対策前 対策前

3.紀の川 樹木伐採の進捗状況

樹木伐採

和歌山市（小豆島付近） 紀の川市（丸太川合流付近）

2
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和歌山河川国道事務所

橋本市（大谷川合流部上流付近）

2019年07月撮影

2019年10月撮影

樹木伐採

対策前

3.紀の川 樹木伐採の進捗状況

2
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和歌山河川国道事務所

岩出市（山崎樋門下流部）

今後、実施予定

樹木伐採

橋本市（九度山町対岸部付近）

今後、実施予定

2019年08月撮影
樹木伐採

対策前

2019年10月撮影

対策前

3.紀の川 樹木伐採の進捗状況

2
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（解説）
津波が見えてから逃げても、津波に追いつか
れて巻き込まれてしまうよ！
⇒大きな揺れを感じたら、すぐに高いところに
向かって走って逃げよう！

（解説）
泥水で足下が見えないので、水路やﾏﾝﾎｰ
ﾙに気づかずに落ちてしまうことがあるよ！
⇒家の周りが水につかる前に安全な場所に
逃げよう！

紀の川大堰を見学に来られる小学生等
を対象に、洪水、津波からの事前の避
難の必要性を理解して貰えるよう、絵
文字（ピクトグラム）を使った防災教
育を実施（試行）している。

http://www.mlit.go.jp/river/bousai/education/index.ht
ml

＜「命を守る」防災教育のためのイラスト集＞

＜洪水（事例）＞

＜津波（事例）＞

4.命を守る防災教育の支援（事前の避難を決断できる子供を育てる）

2
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クリック！

5.水位、カメラ情報の提供

国土交通省
川の防災情報
（トップページ）

2
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クリック！

クリック！

5.水位、カメラ情報の提供

2
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6.危機管理型水位計の設置（洪水時に特化した低コストな水位計）

2
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6.危機管理型水位計の設置（位置図【和歌山県域】） 1/3

2
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6.危機管理型水位計の設置（位置図【和歌山県域】） 2/3

2
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6.危機管理型水位計の設置（位置図【奈良県域】） 3/3

3
0



7.簡易型河川監視カメラの設置（機能を限定した低コストなカメラ）

▲試験計測状況
▲撮影された画像

3
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近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所の概要

■紀の川ダム統合管理事務所は、平成15年4月より大滝ダム工事事務所および猿谷ダム管理所をそれぞれ廃止して、奈良県
五條市に新たに設置され、大滝ダム及び猿谷ダムの統合管理を行っています。
■両ダムの機能を最大限発揮できるよう、観測機器や周辺環境等の観測・調査、貯水池の維持管理、ゲート等設備の点検、
や保守・更新等を実施しています。
■大滝ダムを管理開始した平成２５年度以降のダム管理に要する予算は、概ね大滝ダムで約１０億円前後で推移しています。

予算額の推移

▲観測・調査▲ 流木処理状況

(単位：百万円)

3
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近畿地方整備局

(平成24年3月30日撮影)

大滝ダムの諸元

《所在地》

奈良県吉野郡川上村大滝

《諸元》

ダム形式 重力式コンクリート
ダムの高さ 100m
ダムの長さ 315m
ダムの堤体積 1,030千m3

湛水面積 2.51km2

総貯水容量 84,000千m3

■貯水池容量配分図
洪水時最高水位 EL.323m

第1期洪水調節容量
45,000千m3

第2期洪水調節容量
61,000千m3

第2期洪水貯留準備水位
EL.290m

ｻｰﾁｬｰｼﾞ容量5,000千m3

堤高
100m

有
効

容
量

7
6
,0
00
千

m
3

総
貯

水
容

量
8
4
,0
00
千

m
3

平常時最高貯水位
EL.321m

第1期洪水貯留準備水位
EL.302m

利水容量
71,000千m3

利水容量
15,000千m3

利水容量
71,000千m3

利水容量
31,000千m3

8/15

10/15

6/15

6/16

8/16

ｻｰﾁｬｰｼﾞ容量5,000千m3

堆砂容量 8,000千m3

平常時最高貯水位
EL.321m

10/16

≪大滝ダムの目的》

① 洪水調節
平成24年12月に策定された河川整備計画においては、大滝ダム地点
における流入量6,300m3/sのうち、3,800m3/sを調節します。
（下流河道の整備状況から最大放流量は当面1,200m3/s一定量放流）

② 水道用水・工業用水
水道用水：奈良県､和歌山県､和歌山市､橋本市に対して合計6.49m3/s

を補給します。
工業用水：和歌山市に対して0.51m3/sを補給します。

③ 発電
大滝ダム直下の関西電力の大滝発電所で、最大出力10,500kWの発電を
行います。

④ 流水の正常な機能維持
生態系の保全等、下流河川の正常な機能の維持と増進を図ります。3

3



近畿地方整備局Ｈ３１年度大滝ダム工事箇所

紀の川ダム統合管理事務所

大滝ダム

・維持作業

・放流警報設備設置工事（～H32）

・常用放流設備水密ゴム取替工事（～H31）

■常用放流設備水密ゴム取替工事
設備完成後１５年経過し、常用放流設備
の水密ゴムに貼り付けているテフロンテー
プに剥離が認められることから、水密ゴム
及びテフロンテープの更新を実施する。

（Ｈ３０～H３１）

テフロンテープ剥離箇所

警報設備制御装置
大滝ダム管理支所

■放流警報設備設置工事
放流警報設備は、下流の河川周辺住民や河川利用者に対
して放流開始前に水位上昇に伴う危険通報を行う重要な設
備であるが、交換の目安時期であると共に、新たにH34から
適用される無線設備規則に対応出来ていないことから設備
が使用できなくなるため更新を実施する。（Ｈ３０～H３２）
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平成30年度、平成31年度（令和元年度）予算及び実施計画
和歌山平野

農地防災事業所

・ 平成30年度 補正予算 2億円

・ 平成31年度（令和元年度） 当初予算 37億円（うち臨時特別枠 4億円）

（参考）平成30年度 当初予算 28億円

予 算

・ 排水機場改修 ２箇所 （和歌山市）

・ 河川樋門改修 １箇所 （和歌山市）

・ 用排水路改修 ７条 （和歌山市、岩出市、紀の川市）

・ 河川放流工改修 １箇所 （紀の川市）

主な事業予定（令和元年度）

3
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和田川

大門川

高
川

七
瀬
川

相
谷
川

原
川

住
吉
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来
川
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田
川
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積
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春
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海
神
川
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川 烏

子
川

松
井
川

中
津
川

名
手
川

名
手
谷
川

和
歌
川

波
分
川

雄
ノ
山
川

千
手
川

貴
志
川

丸田川 柘榴川

国営土地改良事業 和歌山平野地区 実施状況・計画平面図

大溜池

上ノ池

森ノ池

宮池

ハス池

上野支線水路

洪水調整池

永穂樋門

松島樋門

千旦樋門

名草排水機場

高嶋排水機場

東貴志排水機場

丸栖排水機場

中貴志排水機場

岩出頭首工

藤崎頭首工

諸井頭首工

後島排水機場

令和元年９月時点

布施屋樋門

既設用水路

洪水調整池

排水機場

（関連事業）

既設排水機場

排水水門

（改修）

排水機場

（新設・改修）

凡例

受益面積（田）

受益面積（樹園地）

排水路

（新設・改修）

宮ノ前排水機場

花ヤ池

山手支線水路

洪水調整池

米田排水機場

名草排水機場

新溝支線水路

千旦樋門

四箇井支線水路

六箇井水路（高川排水路） 【完成】

六箇井水路（七瀬排水路）

藤崎井支線水路（岡田排水路）【完成】

小田井水路（海神排水路）【完成】

六箇井水路（波分山崎排水路）

小田井水路（海神放流工）

安楽川井水路（Ｃ水路）

安楽川井支線Ｃ３号水路

六箇井水路（根来排水路）

米田排水機場

名草排水機場（現況）

高川排水路放流工

高川排水路分流工

六箇井水路

高川

米田排水機場（外観）

米田排水機場（内部）

施工後
施工前

四箇井支線水路

安楽川井水路（Ｃ水路）

七瀬排水路

波分山崎排水路

六箇井水路

海神排水路河川放流工

海神排水路ため池放流工

海神川

岡田排水路

実施済

実施中

令和元年度

令和2年度以降

凡例
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平成３１年度の主な事業予定 【奈良県】

平成31年度の予定は、以下の箇所の設計および用地買収
〇 大淀町下渕・下市町新住 ： 設計

〇 大淀町下渕 ： 設計

〇 下市町阿知賀 ： 設計および用地

〇 吉野町菜摘 ： 用地

平面図

H9.7.26 被災

①

3
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平成３０・令和元年度における内水対策事業

下水道事業（雨水）

・有功第１雨水幹線工事 約４１０,０００千円（令和９年完成予定）
認可区域延長１２４４．５ｍ 施工済み延長６５１．３ｍ

・野崎排水区支線工事 約１００,０００千円（令和元年完成予定）
認可区域延長２０２．２ｍ 施工済み延長１２３９．５ｍ

他

和歌山市 平成３０・令和元年度
浸水対策事業

有功第１雨水幹線オープンシールド野崎排水区支線ミニシールド竪坑

有功第１雨水幹線現況水路

4
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◆和歌山市内水対策事業概要

・有功第１雨水幹線工事
有功地区は、都市化による地表の不浸透化や遊水機能を持つ田畑の減少により、雨水流出量が増大している

ことから内水排除が困難となり、平成２３年度に有功雨水ポンプ場の運転を開始し、そこに流入させる有功用
水路を平成２４年度からにオープンシールドで改修しています。

・野崎排水区支線工事
野崎・北島地区の浸水対策に伴い、野崎雨水ポンプ場に流入させる雨水管の推進並びに開削工事を行ってい

ます。

有功第１雨水幹線工事 野崎排水区支線工事

4
1



平成３１年度 紀の川浸水対策検討会

平成３１年度 浸水対策事業等 岩出市

排水ポンプ車の運用

•国、県と連携し内水氾濫危険箇所への速やかな配置及び効率的
な排水活動を実施

•操作員の育成及び運用能力向上

排水ポンプ車の運用

•国、県と連携し内水氾濫危険箇所への速やかな配置及び効率的
な排水活動を実施

•操作員の育成及び運用能力向上

防災マニュアル（ハザードマップ）の改正

•紀の川浸水想定区域等を掲載した防災マニュアルを、平成３１年
３月に改正し、４月に全戸配布を実施

•転入世帯への配布等、継続し周知を実施

防災マニュアル（ハザードマップ）の改正

•紀の川浸水想定区域等を掲載した防災マニュアルを、平成３１年
３月に改正し、４月に全戸配布を実施

•転入世帯への配布等、継続し周知を実施

防災意識向上に向けた啓発活動

•沿川自主防災組織等への啓発の実施

•市全体での風水害を想定した地域防災訓練の実施など

防災意識向上に向けた啓発活動

•沿川自主防災組織等への啓発の実施

•市全体での風水害を想定した地域防災訓練の実施など

4
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令和元年度 水害・土砂災害に関する情報伝達訓練 実施要領 

１．内容及び目的 
平成２９年に引き続き、平成３０年も大雨や台風により全国各地で洪水や土砂災害が生じた。 
洪水被害では、逃げ遅れにより消防のレスキュー隊や消防団の避難誘導に多くの方々が助けられた。 
一方、土砂災害は、気象庁からの情報では、土砂災害警戒情報が発令されるが、河川の水位のように危

険性が視認されにくく、気付いたころには既に災害が発生していることが多く、もう少し早く異変に気づいていれ
ば、又は、もう少し早く避難していれば、などと悔やまれる声も聴く。 
 このことから、市内の危険な情報や避難の情報については、迅速かつ確実に提供する必要があり、これらの
情報伝達のためのフォーマット及び情報伝達ルートの確認を行って有事に備えることを目的とする。 

２ 訓練実施日時 
令和元年７月１日（月） １０時から１２時まで 

３ 訓練想定（シナリオの概要） 
令和元年７月１日（月） 
１０：００ 梅雨前線停滞に伴う前日から雨が降り続き、紀の川・貴志川の水位が上昇し、紀の川・貴

志川沿いの地区に避難準備・高齢者等避難開始情報が発令された。 
１０：３０ 土砂災害警戒情報が発令され、市内全域に避難準備・高齢者等避難開始情報が発令さ

れた。 
１１：５０ 大雨・洪水（土砂災害含む）警報が解除され、同時刻をもって避難準備・高齢者等避難

開始情報を解除した。 

４ 訓練対象事業者 
（１）紀の川市地域防災計画に定める紀の川・貴志川浸水想定区域内要配慮者利用施設（以下「水

害対象施設」と言う。）
（２）紀の川市地域防災計画に定める土砂災害警戒区域内要配慮者利用施設（以下「土砂災害対

象施設」と言う。）
（３）紀の川市地域防災計画に定める紀の川・貴志川浸水想定区域内大規模工場（以下「大規模工

場」と言う。）

５ 情報伝達訓練 実施手順 
１０：００ ①紀の川市は、別紙１により避難情報発令について、水害対象施設及び大規模工場へＦ

ＡＸ通信する。 
②水害対象施設及び大規模工場は、当該通信を受け取り、内容確認後、別
紙１に必要事項（確認日時・施設名・担当者名）を記載し返信する。 

１０：３０ ③紀の川市は、別紙１により避難情報発令について、土砂災害対象施設へＦＡＸ通信す
る。 
④土砂災害対象施設は、当該通信を受け取り、内容確認後、別紙１に必要

事項（確認日時・施設名・担当者名）を記載し返信する。 
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１１：００ ⑤水害対象施設及び大規模工場は、利用者（従業員等）の（仮想）避難
完了後、その旨を別紙１に記載（避難完了日時・施設名・担当者名）し返信
する。 

１１：２０ ⑥土砂災害対象施設は、利用者の（仮想）避難完了後、その旨を別紙１に
記載（避難完了日時・施設名・担当者名）し返信する。 

１１：５０ ⑦紀の川市は、別紙１により避難情報解除通知をＦＡＸ通信する。 
⑧全対象施設は、お気付きの点等があれば別紙１の「ご意見欄」に記載し返

信してください。 
１２：００ 訓練終了 

６ 訓練中止 
以下の場合は、訓練中止とする。 
・訓練当日、紀の川市内に震度４以上の地震が観測されたとき
・紀の川市内に「暴風」、「暴風雪」、「大雨」、「大雪」、「洪水」警報のいずれかが発表されているとき
・南海トラフ地震に関する情報（臨時）が発表されているとき
・紀の川市が、気象状況やその他の事案の発生により訓練を中止すべきと判断したとき
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別紙１ 

ＦＡＸ送信票 
※ 確認者名記入後、紀の川市危機管理消防課宛に

ＦＡＸ（０７３６－７７－２５１４）送信してください。

【送信先】 
浸水想定区域内要配慮者利用施設管理者・所有者各位 
土砂災害警戒区域内要配慮者利用施設管理者・所有者各位 
浸水想定区域内大規模工場管理者・所有者各位 

【送信元】 
〒649-6492 紀の川市西大井３３８ 紀の川市役所危機管理消防課 担当者：宮本 
ＴＥＬ０７３６－７７－１３００ ＦＡＸ０７３６－７７－２５１４ 

令和元年７月 日   時 分に   

紀の川市（○○地区・全域） 避難準備・高齢者等
避難開始情報を（発令・解除）しました。 
※施設管理者・所有者の皆様は、利用者の避難を開始してください。
 避難にあたり、冠水地区やアンダーパス、急傾斜地の沿いの道路の通行に十
分お気を付けください。 

□内容確認
ＦＡＸの内容を確認しました。

令和   年   月   日  ＡＭ・ＰＭ   時   分 
施設名                 担当者名   

□避難完了
利用者の避難を完了しました。

令和   年   月   日  ＡＭ・ＰＭ   時   分 
施設名                 担当者名   

ご
意
見
欄 記入者名 

訓 練

実施要領 ５情報伝達訓練 実施手順

①は 10:00 頃 ③は 10:30 頃 ⑦は 11:50 頃 に送信します。

実施要領 ５情報伝達訓練 実施手順

②は 10:00 以降 ④は 10:30 以降 に返信してください。

実施要領 ５情報伝達訓練 実施手順

⑤は 10:00 以降 ⑥は 10:30 以降 に返信してください。

実施要領 ５情報伝達訓
練 実施手順 
⑧は 11:50 以降 に返信
してください。
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かつらぎ町 

町単独事業 島地区紀の川砂利採取事業 

県からの貸与にポンプの増備、排水能力の向上 

（水中ポンプ４㎥/分×３台）（エンジンポンプ３．２㎥/分×２台） 

排水ポンプ車の操作技能の向上（職員運用のため定期的な車両点検、訓練の実

施） 
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砂　利　採　取　場　所　（　紀　の　川　上　流　か　ら）

２　採取場及びその周辺の状況を示す見取図（２）

砂　利　採　取　場　所　（　紀　の　川　下　流　か　ら）

紀の川距離標

左岸３４．１１５ｋ

紀の川距離標

左岸３３．９０ｋ

紀の川

紀の川距離標

左岸３３．９０ｋ

紀の川距離標

左岸３４．１１５ｋ

紀の川
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断  面 平均断面 数  量

33.90Ｋ 0.00 39.30 19.650 0

33.95Ｋ 50.00 71.90 55.600 2780

34.00Ｋ 50.00 115.60 93.750 4688

34.05Ｋ 50.00 156.00 135.800 6790

34.10Ｋ 50.00 175.60 165.800 8290

34.115Ｋ 15.00 175.60 175.600 2634

合計 215.00 25182

測点 距離
河川掘削

施　工　後　数　量　計　算　書

備考

４．掘削又は切り土に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に

 当該土地の計画地盤面を記載したもの
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- 1 -

九度山町の主な事業内容（Ｈ３１年度）

○水防活動の強化について

①河川ライブカメラ・水位計等の活用

町設置分【H25～ H26年度】

カメラ５台 水位表示５カ所

県設置分【H29～ H30年度】

カメラ２台 水位計１台 水位表示１カ所

②水中ポンプの県貸与【H30年度】の活用

○防災教育・防災啓発

①防災学習会の開催

・自主防災組織向けの防災学習会を開催

・中学校での防災学習会・防災キャンプの実施

・高齢者向けの防災サロンの開催

②防災マップとWEB版防災マップの活用（H29年度事業）

○その他（防災）

①自主防災組織への活動助成

・自主防災組織補助金【防災訓練補助】（100千円）

・防災資機材の支給（1,220千円）

②災害対策室ネットワーク設備等整備業務（929千円）

③避難所用備品の購入（363千円）

④非常用食糧の購入（656千円）
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５０,０００ 

河川ライブカメラ・水位計等の設置図

椎出大橋付近【丹生川】 

①水位表示（H25 町設置）

②カメラ（H30 県設置）

椎出大橋付近【不動谷川】 

①水位表示（H25 町設置）

②カメラ（H26 町設置）

中古沢初花橋付近【不動谷川】 

①水位表示（H25 町設置）

②カメラ（H26 町設置）

農林総合研修センター付近【丹生川】 

①カメラ（H30 県設置）

赤瀬橋付近【不動谷川】 

①水位計（H30 県設置）

河根取水場付近【丹生川】 

①水位表示（H25 町設置）

②カメラ（H26 町設置）

大柳橋付近【丹生川】 

①水位表示（H25 町設置）

②カメラ（H26 町設置）

北又児童会館付近【北又川】 

①水位表示（H29 県設置）

②カメラ（H27 町設置）

・河川カメラ：７台設置

・水位計 ：１基設置 

・水位表示 ：６カ所表示

5
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H31 浸水対策 

平成３１年４月２３日 

橋本市建設部都市整備課 

土木事業 

○学文路地内浸水対策工事

 安田島樋門内水対策のためのポンプ槽新設工事及び排水ポンプ（φ200 4 ㎥/min）4 台

と発電設備の整備を行い、１０月中に供用開始予定。 

安田島樋門及び排水ポンプ位置図 

紀の川 

九度山町 

橋本市 

浸水想定地域 

排水方向 
安田嶋樋門 

橋本環境管理センター 

排水ポンプ位置 

学文路スポーツセンター 

安田島樋門 
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五條市の取り組み

水害・土砂災害を想定した総合防災訓練
を実施。（７月６日実施済み）

自主防災会を対象に避難経路マップ作成訓練を実施。ハ
ザードマップ等の情報を白地図に記載し確認するとともに、避
難経路を検討。 （令和元年は計２～３地区を予定）

浸水想定区域内の小学校の避難訓練の際に、
市職員による防災教育を実施（実施済み）。

＊避難経路マップ作成訓練の実施

＊国土交通省作成の
「防災カードゲーム」による防災教育

＊水害を想定した総合防災訓練を実施

5
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(４) 今後のスケジュール（案）

5
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平成30年
11月27日
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の
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令和元年
10月4日

地
域
特
性
の
把
握

浸
水
発
生
要
因
の
整
理

Ｗ
Ｇ(

県
・
各
市
町)

平
成
29
年
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風
21
号
を
踏
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え
た

検
討
の
開
始

第3回
検討会
開催

第2回
検討会
開催

今後のスケジュール（案）

平
成
29
年
台
風
21
号
を
踏
ま
え
た

浸
水
対
策
（案
）の
決
定

第4回
検討会
開催

幹
事
会

平成30年～平成31年
12月 3月

平成31年
3月下旬

平成31年
4月11日

対
策
の
役
割
分
担
・調
整

幹
事
会

令和元年 令和元年
8月30日 9月27日

【資料－５】
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- 1 -

紀の川流域における浸水対策検討会 規約 

（名称） 

第１条 この会議は、紀の川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会（以下「下流部

協議会」という。）第２条の２及び紀の川上流部大規模氾濫に関する減災対策協議

会（以下「上流部協議会」という。）第２条の２に基づき組織することとし、名称

を紀の川流域における浸水対策検討会（以下「検討会」という。）とする。 

（目的） 

第２条 検討会は、平成２９年１０月の前線や台風第２１号による降雨により紀の川沿

川各所で浸水被害が発生したことを受け、浸水被害についての情報共有を図るとと

もに、今後の浸水対策に関して関係市町、県及び国が議論し、効果的かつ効率的な

整備につなげることを目的とする。 

（検討会の構成） 

第３条 検討会は、別紙１の職にある者をもって構成する。 

２ 検討会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

３ 事務局は、第 1項によるもののほか、検討会構成員の同意を得て、必要に応じて

別紙１の職にある者以外の者（行政関係機関職員）に参加を求めることができる。 

（幹事会の構成） 

第４条 検討会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別紙２の職にある者をもって構成する。 

３ 幹事会の運営、進行及び招集は事務局が行う。 

４ 幹事会は、検討会の運営に必要な情報交換、調査、分析、浸水対策にかかる各種

検討、調整を行うことを目的とし、結果について検討会へ報告する。 

５ 事務局は、第２項によるもののほか、幹事会構成員の同意を得て、必要に応じて

別紙２の職にある者以外の者（行政関係機関職員）に参加を求めることができる。 

（会議の公開） 

第５条 検討会は、原則非公開とし、構成員の同意を得て公開とすることができる。 

２ 幹事会は、原則非公開とする。 

【参考資料－１】 
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（検討会資料等の公表） 

第６条 検討会に提出された資料等については、検討会に諮り公表するものとする。た

だし、個人情報等で公表することが適切でない資料等については、検討会の了解を

得て公表しないものとする。 

２ 検討会の議事については、原則として事務局が議事概要を作成し、出席した委員

の確認を得た後、下流部協議会及び上流部協議会に報告するものとする。 

（事務局） 

第７条 検討会の庶務を行うため、近畿地方整備局和歌山河川国道事務所に事務局を置

く。 

（雑則） 

第８条 この規約に定めるもののほか、検討会の議事の手続きその他運営に関し必要な

事項については、検討会で定めるものとする。 

（附則） 

本規約は、平成 30年 1 月 26 日から施行する。 
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別紙１ 

和歌山市長 

岩出市長 

紀の川市長 

かつらぎ町長 

九度山町長 

橋本市長 

五條市長 

和歌山県県土整備部長 

奈良県県土マネジメント部長 

近畿農政局和歌山平野農地防災事業所長 

近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所長 

近畿地方整備局和歌山河川国道事務所長 
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別紙２ 

和歌山市総合防災課長 

岩出市総務課長 

紀の川市危機管理課長 

かつらぎ町総務課長 

九度山町地域防災課長 

橋本市危機管理監 

五條市危機管理監 

和歌山県県土整備部河川・下水道局河川課長 

和歌山県県土整備部河川・下水道局下水道課長 

和歌山県農林水産部農林水産政策局農業農村整備課長 

奈良県県土マネジメント部河川政策官 

近畿農政局和歌山平野農地防災事業所次長 

近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所防災情報課長 

近畿地方整備局和歌山河川国道事務所副所長 
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スライドタイトル１-(1). 
河川整備、水防の基本的な考え方（一般論）

（河川の整備）
○河川の整備は、河川法に基づき、国、県、市が管理する区間を定め、
河川整備基本方針に沿って定められた河川整備計画に基づき実施される。

○具体的には、伊勢湾台風など目標とする規模の雨が降っても川から水
が溢れ出すことがないよう川幅が狭く水が流れにくい場所の整備、堤防、
水を貯めるダムの整備等が実施される。

○整備の順番は、上流がたくさんの水を流せるようになっても下流が流
れにくいままだと、下流で今までよりもたくさんの水が溢れて従来より
危険になるため、下流から順に整備することが基本である。

（水防）
○また、最大クラスの規模の降雨等に対しては、河川法に基づく河川の
整備だけでは浸水被害を回避することは出来ない事から、水防法等に基
づき、市町村等により住宅地や田畑に貯まった水の排除や住民の避難な
どの取組が実施される。

1

【参考資料－２】

6
2

PCD-086
長方形



スライドタイトル１-(2). 
河川整備、水防の基本的な考え方（紀の川の河川整備の経緯）

○近畿地方整備局が管理する紀の川本川では、平成17年11月に河川整備
の目標となる基本高水のピーク流量を16,000（m3/s）、河道への配分流
量を12,000（m3/s）とした「紀の川水系河川整備基本方針」が国土交通
大臣により策定された。

○また、平成24年12月には、上記基本方針に示された目標の達成に必要
な整備のうち、当面（計画対象期間：20～30年間程度）の具体的な整備
の内容として、戦後最大洪水が紀の川本川を流下できるよう、ボトル
ネックとなっている岩出頭首工、藤崎頭首工、小田頭首工が設けられた
３箇所の狭窄部の対策などに取り組むことを位置づけた「紀の川水系河
川整備計画」が、知事及び市町村長の意見を踏まえて策定された。

○現在、河川整備計画に基づき、３箇所の狭窄部のうち、最も下流の岩
出狭窄部等において、戦後最大洪水でも紀の川本川から溢れることのな
いよう、洪水が流れやすくする工事等を進めている。
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スライドタイトル１-(3). 
河川整備、水防の基本的な考え方（紀の川の水防の経緯）

○最大クラスの規模の降雨等に対しては、河川法に基づく河川の整備だ
けでは浸水被害を回避することは出来ない事から、水防法等に基づき、
市町村等により住宅地や田畑に貯まった水の排除や住民の避難などの取
組が実施される。

○紀の川においても、各市町村において水防団が設置され、洪水時には
水防活動等の取組が実施されてきた。

○また、平成27年9月関東東北豪雨により甚大な被害が発生したことから、
ハード対策・ソフト対策が一体的に進められるよう、水防法に基づき、
河川管理者、都道府県、沿川市町村等で構成される協議会が全国で設置
され、紀の川においても「紀の川上流部大規模氾濫に関する減災対策協
議会」、「紀の川下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会」が設置さ
れ、市町村の取組の支援を行っているところである。

○また、紀の川では、平成29年台風21号による被害が大きかったことか
ら、特に内水による被害の軽減を目的に「紀の川流域における浸水対策
検討会」が設置されたところである。

36
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スライドタイトル（参考）昭和三十九年法律第百六十七号 河川法（抜粋）

第一章 総則
（目的）

第一条 この法律は、河川について、洪水、津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維
持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を
保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
２ この法律において「河川管理施設」とは、ダム、堰 (せき)、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯（堤防又はダム貯水池に沿つて設置され
た国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをい
う。）その他河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、河川管理者
以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の
同意を得たものに限る。

（河川管理者）
第七条 この法律において「河川管理者」とは、第九条第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定により河川を管理する者をいう。

第二章 河川の管理
第一節 通則
（一級河川の管理）
第九条 一級河川の管理は、国土交通大臣が行う。

２ 国土交通大臣が指定する区間（以下「指定区間」という。）内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で
定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。

５ 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）の区域内に存する
指定区間内の一級河川のうち国土交通大臣が指定する区間については、第二項の規定により都道府県知事が行うものとされた管理は、
同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する指定都市の長が行うこととすることができる。

（二級河川の管理）
第十条 二級河川の管理は、当該河川の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行なう。

２ 二級河川のうち指定都市の区域内に存する部分であつて、当該部分の存する都道府県を統括する都道府県知事が当該指定都市の
長が管理することが適当であると認めて指定する区間の管理は、前項の規定にかかわらず、当該指定都市の長が行う。

1

【参考資料－３】
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スライドタイトル（参考）昭和三十九年法律第百六十七号 河川法（抜粋）

第二節 河川工事等
（河川整備基本方針）

第十六条 河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持（次条において「河
川の整備」という。）についての基本となるべき方針に関する事項（以下「河川整備基本方針」という。）を定めておかなければならない。

２ 河川整備基本方針は、水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の状況を考慮し、かつ、国土形成計画及び
環境基本計画との調整を図つて、政令で定めるところにより、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定め
られなければならない。
３ 国土交通大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。

４ 都道府県知事は、河川整備基本方針を定めようとする場合において、当該都道府県知事が統括する都道府県に都道府県河川審議
会が置かれているときは、あらかじめ、当該都道府県河川審議会の意見を聴かなければならない。
５ 河川管理者は、河川整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
６ 前三項の規定は、河川整備基本方針の変更について準用する。

（河川整備計画）

第十六条の二 河川管理者は、河川整備基本方針に沿つて計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関す
る計画（以下「河川整備計画」という。）を定めておかなければならない。

２ 河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、かつ、公害防止計画が定められている地域に存する河川にあつては当該公害防止計
画との調整を図つて、政令で定めるところにより、当該河川の総合的な管理が確保できるように定められなければならない。この場合に
おいて、河川管理者は、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防
止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講ずるように特に配慮しなければならない。

３ 河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の
意見を聴かなければならない。

４ 河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必
要な措置を講じなければならない。

５ 河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村
長の意見を聴かなければならない。
６ 河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
７ 第三項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。
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スライドタイトル（参考）昭和二十四年法律第百九十三号 水防法（抜粋）

第一章 総則
（目的）

第一条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を
保持することを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨水を排除で
きないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。

３ この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは水害予防組合
の管理者をいう。
６ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門若しくは閘こう 門の操作、水防の

ための水防団、消防機関及び水防協力団体の活動、一の水防管理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防のため
の活動に必要な河川管理者及び同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一
項の指定都市の長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は
当該指定都市の長並びに下水道管理者の協力並びに水防に必要な器具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。

第二章 水防組織
（市町村の水防責任）

第三条 市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。ただし、水防事務組合が水防を行う区域及び水害予防組合
の区域については、この限りでない。

（都道府県の水防計画）

第七条 都道府県知事は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、当該都道府県の水防計画を定め、及び毎年当該都道府県の水
防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

５ 都道府県知事は、第一項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県水防協
議会（次条第一項に規定する都道府県水防協議会をいい、これを設置しない都道府県にあっては、災害対策基本法（昭和三十六年法律
第二百二十三号）第十四条第一項に規定する都道府県防災会議とする。）に諮らなければならない。

（特定緊急水防活動）

第三十二条 国土交通大臣は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊急を要すると
認めるときは、次に掲げる水防活動（以下この条及び第四十三条の二において「特定緊急水防活動」という。）を行うことができる。
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単位
ポンプ：台
その他：箇所

1

排水ポンプ車 - - - -

可搬式ポンプ 23 - - 23

固定式ポンプ 4 - - 4

その他 3 - 更新予定有 3

排水ポンプ車 1 - - 1

可搬式ポンプ - - - -

固定式ポンプ 8 - - 8

その他 - - - -

排水ポンプ車 2 - - 2

可搬式ポンプ 15 - - 15

固定式ポンプ - - - -

その他 - - - -

排水ポンプ車 - 2 - 2

可搬式ポンプ 20 - - 20

固定式ポンプ - - - -

その他 - - - -

排水ポンプ車 - - - -

可搬式ポンプ 2 - - 2

固定式ポンプ - - - -

その他 - - - -

排水ポンプ車 - 1 - 1

可搬式ポンプ 4 2 - 6

固定式ポンプ 10 - - 10

その他 - - - -

排水ポンプ車 - - 1 1

可搬式ポンプ 7 - 1 7

固定式ポンプ - - - -

その他 - - - -

合計ポンプ種別

和歌山市

岩出市

紀の川市

H29T21号前 H29T21号後 今後の購入等予定
市町

橋本市

五條市

かつらぎ町

九度山町

（参考）紀の川沿川における排水対策 【参考資料－4】
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スライドタイトル（参考）紀の川沿川における排水対策
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単位
ポンプ：台
その他：箇所

排水ポンプ車 1 - - 1

可搬式ポンプ - 3 3

固定式ポンプ - - - -

その他 - - - -

排水ポンプ車 1 - - 1

可搬式ポンプ - 8 8

固定式ポンプ - - - -

その他 - - - -

排水ポンプ車 1 - - 1

可搬式ポンプ - 10 10

固定式ポンプ - - - -

その他 - - - -

排水ポンプ車 - - - -

可搬式ポンプ - - - -

固定式ポンプ - - - -

その他 - - - -

排水ポンプ車 - - - -

可搬式ポンプ - - - -

固定式ポンプ - - - -

その他 - - - -

排水ポンプ車 3 - - 3

可搬式ポンプ - - - -

固定式ポンプ 1 - - 1

その他 - - - -

和歌山平野農地防災事業所

和歌山河川国道事務所

五條土木事務所

紀の川ダム統合管理事務所

海草振興局

那賀振興局

伊都振興局

和歌山県

奈良県

ポンプ種別 H29T21号前 H29T21号後 今後の購入等予定 合計
国

県
ポンプ種別 H29T21号前 H29T21号後 購入等予定 合計

上記対策の他、近畿農政局において、国営総合農地防災事業「和歌山平野地区」を実施しており、当検討会にお

ける情報共有により地区内排水対策の連携を図り、効率的な整備計画の策定、早期の効果発現を目指す。

【国営総合農地防災事業：和歌山平野地区（平成26年度～平成40年度）】※平成30年11月時点情報

関係市町村：和歌山市、紀の川市、岩出市

主要工事 ：排水機（改修・新設）5箇所、排水路（改修）45.2km、洪水調整池8箇所、排水管理施設1箇所6
9
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堤内地側の地盤高よりも低い位置に樋門の操作水位を設定。操作水

位を超え外水位が内水位よりも高くなり、逆流している場合にはゲー

トを閉める。

 

操作水位によらず、外水位が内水位よりも低く、順流の場合はゲート

を閉めない。 

 樋門操作の方法について

樋門操作の判断の仕方

ゲートを閉める 

逆流 

本川からの逆流を防ぐ 

外水 内水 

内水位 

外水位 

順流 

操作水位によらず

ゲートを閉めない 

外水 

内水 

内水位 

外水位 

堤内地地盤高 

【参考資料－５】
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【参考資料－6】 

第２回 紀の川流域における浸水対策検討会 

議事概要 

日時：平成 30 年 11 月 27 日(火)14:55～16:40 

場所：和歌山河川国道事務所 5 階会議室 

【議事次第】 

１．平成 29 年台風第 21 号を踏まえた紀の川における浸水対策(案) 

２．今後の進め方（対策検討スケジュール(案)） 

３．今後の進め方（対策検討内容(案)） 

４．排水ポンプ車の配置計画(案) 

【議事】 

（和歌山市 尾花市長） 

・西田井地区で浸水が発生しており、これは紀の川本川の新六ヶ井堰が原

因で何か悪さをしているとしか思えない。

・新六ヶ井堰の撤去の点検を早期に実施してほしい。

（和歌山河川国道事務所 小澤事務所長） 

・新六ヶ井堰の撤去については、技術的な検討を進めていく予定。

（橋本市長） 

・大谷川樋門前において河道掘削実施済と記載があるが、現状では紀の川

の水位は下がっていない。

・もっと広く見た目で分かるように掘削してほしい。

・現実的な整備計画を示してほしい。

（和歌山河川国道事務所 小澤事務所長） 

・この検討会の中で議論していく。

（和歌山県 県土整備部 高松部長） 

・市町とも協力し合って、県も内水被害の対応についてやっていく。

・被害の軽減に国と市町と協力して今後内水対策を進めて行きたい。
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